
 

公 園 内 行 為 許 可 申 請 書  

 

令和   年   月   日 

 （あて先） 

埼玉県立さきたま史跡の博物館長 

 

住 所 

 

 

 

氏 名 

 

印 

 

 

 

埼玉県都市公園条例第 9 条第 1 項の規定により、下記のとおり都市公園内における行為の許可

を受けたいので申請します。 

 

記 

行 為 の 目 的   

行 為 の 期 間  
令和     年     月     日から 

令和     年     月     日まで 

行為を行う場所又は利用する

公園施設 
 

行 為 の 内 容   

使用料（利用料金）の納付方法 一括・毎年四半期ごと 

埼玉県都市公園に関する規則

第 3条第 2項に定める事項 
 

 

法人にあつては、その名称及び

所在地並びに代表者の氏名 


